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令和２年第１５回教育委員会定例会 
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      書    記 中嶋 康二 

            

傍 聴 人 数 １５名 

 

 

 

 

 

 

 



 -3- 

 

次第 

第42号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部改正について 

第43号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則の一部改正について 

協 議 事 項  令和3年度品川区立学校使用教科用図書の仮採択について（中学

校・義務教育学校（後期課程）保健体育、技術・家庭、特別の教

科道徳） 

報告 事 項 1   学校改築の進捗について 

報告 事 項 2  令和３年度 新入学者の受入枠について 

報告 事 項 3  区立学校版感染症予防ガイドラインについて 

そ の 他  令和２年７月の行事予定について 
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令和２年第１５回教育委員会臨時会 

令和２年６月３０日 

 

 

【教育長】  ただいまから令和２年第１５回教育委員会臨時会を開会いたします。 

 本日の署名委員には菅谷教育長職務代理者と海沼委員を指名いたします。よろしくお願

いたします。 

 本日は傍聴の方が多数おられます。新型コロナウイルス感染症を予防するため、別室に

本日は特例として傍聴席を設けまして、委員室の音声と映像を流しておりますので、御承

知おきください。 

 それでは、本日の議題に入ります。日程第１、第４２号議案、学校教育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について、事務局より説明をお願いいたし

ます。 

 指導課長。 

【指導課長】  それでは、日程第１、第４２号議案、学校教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部改正について、第４３号議案、幼稚園教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正についてを併せて説明させていただ

きます。 

 お手元にございます資料に従いまして、ステープラー左上留めのもの、資料１及び２と

してございますが、１枚目を御覧いただければと存じます。 

 （１）改正案の概要を御覧いただければと存じます。本改正につきましては、臨時的任

用職員または会計年度任用職員が引き続いて条例の適用を受ける職員となった場合、これ

については引き続いて正規職員として採用された場合ということでございます。また、臨

時的任用職員または会計年度任用職員が引き続いて臨時的任用職員になった場合、つまり

採用された場合についても、年次有給休暇の付与に関する規定整備を行うというものでご

ざいます。 

 今回、区長部局が職員につきまして規則改正を行うことに伴いまして、学校教育職員及

び幼稚園教育職員についても、条件を合わせて規則改正を行うものでございます。 

 施行期日につきましては、令和２年７月１日となってございます。 

 本規定整備を行うことにより、改正前にはできなかった異なる職種間での年次有給休暇

の繰越しができるようになるものでございます。例えば、会計年度任用職員であります区

費講師をしている方が次年度から区固有教員に採用された場合、区固有教員として通常付

与される年次有給休暇は２０日間でございますが、それに前年度、区費講師をしていると

きの年次有給休暇の残りが１０日あった場合には、その分が繰り越されて、合計３０日の

年次有給休暇の取得になるというものでございます。そういったものが本規定で整備され

るというものでございます。 

 説明は以上でございます。 

【教育長】  説明が終わりました。 

 ただいまの説明は、日程第１の第４２号議案と第４３号議案、幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正についてを併せて説明していただいた



 -5- 

ものであります。失礼いたしました。 

 この後、質疑応答は、それぞれ共通する部分が多いと思いますので、一緒に行いまして、

最終的な採決はそれぞれに行ってまいりたいと思います。何か質疑応答があればお願いい

たします。 

 より処遇が改善される方向に改正されているということで、特にございませんでしょう

か。 

 それでは、それぞれに採決してまいりたいと思います。まず、第４２号議案、学校教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について、採決いたしま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【教育長】  それでは、採決いたします。本条例は原案どおり可決することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【教育長】  異議なしと認めまして、本件は提案どおり可決することと決定いたします。 

 続いて、第４３号議案、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則の一部改正について、こちらも採決してまいりたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、採決いたします。本件は原案どおり可決することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【教育長】  異議なしと認め、本件も原案どおり可決することと決定いたします。 

 次は日程第２、協議事項１、令和３年度品川区立学校使用教科用図書の仮採択について

（中学校・義務教育学校（後期課程）保健体育、技術・家庭、特別の教科道徳）、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 教育総合支援センター統括指導主事。 

【教育総合支援センター統括指導主事】  資料ナンバー３－１から３－４を活用して、

教科書採択に向けた御説明を申し上げます。まず、私のほうからは、資料ナンバー３－１、

保健体育の教科書について説明をさせていただきます。 

 最初に、保健体育の学習を進める上で重視していく点について、簡単にお話しさせてい

ただきます。 

 現在、子供の健康に関しては、性や薬物等に関する情報入手が容易になるなど、子供た

ちを取り巻く環境が大きく変化しております。また、食を取り巻く社会環境の変化により、

栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、食物ア

レルギー等の健康課題が見られています。さらに、東日本大震災や平成２８年度熊本地震

をはじめとする様々な自然災害の発生や、情報化やグローバル化等の社会の変化に伴い、

子供を取り巻く安全に関する環境も変化しております。こうした課題を乗り越えるために

は、必要な情報を自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行うことができる力を子供た

ち一人一人に育むことが課題となっています。昨今の安全・健康に関する課題に対する対

応の視点や、子供たちの学び、主体的・対話的で深い学び、こうした視点がポイントにな

ってきます。 
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 なお、保健体育科の年間授業時数は、それぞれ１０５単位時間となります。主に教科書

を活用して進める授業として、体育理論を各学年３単位時間以上、保健分野を３学年で４

８単位時間程度配当することとなっています。 

 では、それぞれの観点について、主要な内容について説明をさせていただきます。色の

ついた付箋、教科書それぞれ青い色の付箋をつけておりますので、そちらに基づいて見て

いただけると分かりやすくなっております。 

 まず１番、内容面での特色についてです。（２）内容の分かりやすさへの配慮について、

ブルーの１のページを開いてください。Ａ社、Ｂ社、Ｄ社、ブルーの１のページでござい

ます。こちらは、がん教育に関する内容となっております。学習内容の中で、全社もちろ

ん取り扱っておりますが、今御覧いただいているＡ社、Ｂ社、Ｄ社については、さらにこ

うした資料を掲載しているところでございます。 

 続いて２番、構成と分量での特色についてです。（２）全体の構成とその見通しに対する

配慮について、こちら付箋はございません。Ｂ社のみ、保健編が１６時間、１８時間、１

４時間と、学年によって異なる授業時数で計画されておりました。 

 （４）教科の特質に即した教材の構成と基礎・基本的事項への配慮について、各社、ブ

ルーの２番、こちらの付箋のページを御覧ください。各社、ブルーの２番でございます。

それぞれ学習のまとめとして、こうしたページを単元末に用意しています。Ａ社、Ｃ社、

Ｄ社では、学習の振り返り、確認問題や自分の考えを書く、こうした問いが設定されてお

りました。 

 続いて、総合所見での特色について御説明申し上げます。本教科書の特色ですが、まず

Ａ社、Ｃ社、Ｄ社、ブルーの３番のページ、こちらをお開きください。ＳＤＧｓの１７個

のアイコンが紹介され、保健体育とＳＤＧｓの関連が示されていました。Ｄ社、ブルーの

４番を御覧ください。Ｄ社のブルーの４番です。Ｄ社につきましては、保健体育の学習の

終わりでもこうした形で触れられておりました。 

 続いて、性に関する指導についてですが、各社、インターネットや自画撮り被害につい

て触れられていました。Ｃ社、ブルーの５番、Ｄ社、ブルーの５番の付箋のページを御確

認ください。Ｃ社、ブルーの５番、Ｄ社、ブルーの５番です。Ｃ社では、さらに性の多様

性、Ｄ社ではＬＧＢＴについて触れられている記載がございました。 

 最後に、各社インターネットを使った学習への配慮はありました。その中でＣ社、ブル

ーの６番を御確認いただけますでしょうか。御覧いただいておりますように、Ｃ社では、

一覧でこうしたアイコンを示して、各単元の学習で活用ができるような形で資料を掲載し

ておりました。 

 私からの説明は以上で終わります。御協議、どうぞよろしくお願いします。 

【教育長】  説明が終わりました。 

 なお、委員の皆様にはもうお分かりのことと思いますが、教科書採択におきましては、

教科ごとに説明をしていただき、また資料等を見ながら、この後、質疑、また協議をして

いただいて、一つの教科ごとに仮決定をしていく形で進めてまいりたいと思います。最終

日に本採択という形になる予定であります。 

 また、決定につきましては、皆様にできる限り１人１回ぐらいは御意見を頂戴するよう

な形を考えております。特に大きくそれぞれの委員の方から推していただく教科書が分か



 -7- 

れない限りは、総意の中で決定してまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい、結構です」の声あり） 

【教育長】  それでは、保健体育についての質疑があればお願いいたします。 

 菅谷教育長職務代理者。 

【菅谷教育長職務代理者】  統括に聞きたいなと思うんですけれども、採択というか、

見本があって、その本案に対して、今私たちで見て決めるのですけれども、情報として、

保健に関することで、今コロナの問題が一番重たいと僕は思うんですよ。まだ終わったわ

けではないし、その最中で、教科書の記述を見ていても、何か感染症については、それを

編集した段階では分からないけれども、追加の資料というのは、これから印刷されて来年

の４月から供給されると思うんですが、その間にこのデータが少し変わってしまうのかな

と思うんですが、その辺のところの公式見解はありますか。その点をお聞きしたいと思い

ます。 

【教育長】  教育総合支援センター統括指導主事。 

【教育総合支援センター統括指導主事】  教科書でございますが、基本的に検定を受け

て、まず採択に入っているという段階にございます。ただし、今お話にありましたとおり、

内容の修正が文部科学省に認められれば、内容が修正されたものが今後出る形になります。

おっしゃるとおり、コロナの関係で、教科書会社につきましても内容の変更を検討してい

る会社はあります、報道されているとおり。ただ、実際、現在その内容はどうかというと

ころまでは確認ができないのが現状でございます。 

 １点追加しますと、文部科学省から「生きる力」を育む保健教育の手引という形で、こ

ちらにつきましては、全ての学校で活用できる資料は公開されているところでございます。 

 以上です。 

【教育長】  よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。冨尾委員、どうぞ。 

【冨尾委員】  特に、教科書採択の中には、ユニバーサルデザインとかユニバーサルフ

ォントとかということが書かれていますけれども、今回その協議は特になかったのですが、

特にこの４社でそういった配慮の差異はなかったということでよろしいでしょうか。 

【教育長】  教育総合支援センター統括指導主事。 

【教育総合支援センター統括指導主事】  今回、説明のほうでは触れませんでしたが、

５番の（１）の中でそうした記載のところに触れております。資料を右ページに寄せて、

文を左というようなところで差異はありましたが、特段そこのところで大きな差異は見ら

れなかったというところで報告させていただいております。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにいかがですか。 

 先ほど菅谷教育長職務代理者からもありましたように、最近の様々な事象に絡めて感染

症の扱いとか、それから生命の尊重とがん教育の扱いとか、またこの頃の暑い日に関しま

しては熱中症の扱いとか、子供たちの身近にあるそういった様々な疾病等の理解を深めて

いくというのがこの保健での学びとしては大変重要なのではないかなと思います。そうい

った面で、この資料等を拝見いたしますと、Ｃ社辺りは熱中症にかなりページを割いてい

るような状況がありますし、先ほど御説明があったようながん教育というのも重要視して
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いるのではないかなと思いますが、その辺は、冨尾先生、いかがでしょう。 

【冨尾委員】  そうですね。熱中症の予防や応急処置について、かなり具体的に動画を

使って説明されている本もありますけれども、とはいえ、４社ともそれぞれに説明はされ

ているのかなとも思いますし、時代によっても、先ほどの菅谷先生の話もそうですけれど

も、変化していくものではありますので、いろいろまた追加資料等で学びが深まればいい

のかとも思うんですけれども。 

【教育長】  なるほど。まだ御意見を頂いていないお二人の委員の方はどうでしょうか。

何か、これはということはございますでしょうか。もしないようであれば、この後それぞ

れ順番にどの教科書を推すかという態度表明をしていただく形になりますけれども、よろ

しいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、そのときに、もしコメントがつけられれば、コメントもつけていた

だければと思います。 

 それでは、席次でいきたいと思います。菅谷教育長職務代理者からお願いします。 

【菅谷教育長職務代理者】  どの社も、欠けているところがないというか、分からない

ことはいっぱいありますから、そういう意味ではあまり大きな差はないと思います。だけ

れども、今の４社を見たときに、僕は一番最初に感染症のところを見ました。それを見た

ときに、全部書けないということは分かっていましたが、Ｃ社のものにはセントルイスの

データがちゃんと載っている。これは、今私たちが子供に教えたり、保護者の方と一緒に

なってコロナの対策をするときに、すごく大事なデータだと思うんです。いわゆるスペイ

ン風邪です。これは緊急事態宣言をやったところとやらないところの差がきちんと出てい

ますね。日本の今のコロナに関する状況と、ほかの国とは違うということもいろいろある

けれども、子供にこういう対応をきちんとするんだよということを教えるというのは、学

校教育の一番大きなことだと思うんですね。だから、ほかの社もいろいろなデータが出て

きて、もっともっと子供に健康について留意させられることが必要だと思うんです。その

ためにも、そこがきちんと書いてある教科書は、編集の方針だと思いますけれども、非常

にはっきりしていていいのかなということで、私はＣを推したいと思います。 

【教育長】  ありがとうございました。Ｃ社の１５１ページ辺りに、まさに今、東京も

向かい合っている緊急事態宣言といった状況が分かりやすく述べられているというような

ことで、Ｃ社を推すというお話であったかと思います。 

 冨尾委員、いかがでしょうか。 

【冨尾委員】  私は、Ｃ社とＤ社がいいと思いました。一つは、両社ともインターネッ

ト依存症について書かれているというところと、もう一つは、Ｄ社については、具体的に

書いて学ぶときに、チェックリストのような形で問いが出ていて、チェックされているか

どうかが分かりやすいのかなと思います。それと、両方とも、実生活に当てはめて考える

という点でその両社の教科書がいいのではないかなと思いました。 

 以上です。 

【教育長】  ありがとうございます。実際に項立てがあって自己評価ができるというよ

うなまとめ方が一つポイントではあったという御意見かと思います。 

 海沼委員、いかがでしょうか。 
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【海沼委員】  Ｃ社がいいかなと思ったんですけれども、というのは、今、冨尾先生が

おっしゃいましたように、実生活に基づいているなということと、あとインターネットを

使った学習がスムーズにできるという、まず初めに、このロゴマークですか、それがいい

かなと思いました。特に今回のお休みが多かったときには、こういうのがあったほうが、

子供たちが家庭でも学習できるかなと思っていたところです。 

【教育長】  なるほど。そういう意見もありますね。保健体育の学習を家庭でどこまで

やるかというのは……。 

【海沼委員】  まだ難しいですけれども。 

【教育長】  そうかもしれませんけれども、Ｃ社ということで海沼委員の御意見を頂き

ました。 

 塚田委員、いかがでしょうか。 

【塚田委員】  私はＣかＤなんですけれども、さっき菅谷先生がおっしゃったように、

セントルイスの緊急事態宣言、フィラデルフィアと比較しているのですけれども、はっき

り差が出ている。このような非常に現代的な意味でいい例なのかなということで、Ｃにし

ましょう。 

【教育長】  ではＣということで。 

 私ですけれども、私もＣかＤと考えております。特に、現代的な学びが、先ほどの感染

症もそうですけれども、展開する中で、性の多様性とか性的マイノリティーの扱いにまで

組み込んでいるのがＣ社、Ｄ社なのかなとも思いますので、こちらの２社の中から選ぶの

がいいのではないかなと思います。 

 ５人の意見をまとめますと、Ｄ社という方もお二人いらっしゃいましたけれども、その

ほかの方々は、Ｃ社がいいのではないかという御意見が共通しているようでありますので、

Ｃ社を推す意見が多いということで、Ｃ社に仮決定してまいりたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、保健体育はＣ社ということで仮決定いたします。 

 続いて、技術・家庭に移りたいと思います。事務局からの説明をお願いいたします。 

 指導主事。 

【指導主事】  着座にて説明させていただきます。私からは、技術・家庭科、技術分野

の教科書について説明させていただきます。 

 最初に、技術分野の学習を進める上で重視している点について、簡単にお話しさせてい

ただきます。要領においては、技術の見方・考え方を働かせ、ものづくりの技術に関する

実践的・体験的な活動を通して、技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する

資質・能力を育成することを目指しております。現在、生徒を取り巻く環境や社会の変化

は激しく、その中で生きていくために、主体性や自主性がこれまで以上に求められていま

す。生徒は７年生になって初めて技術科を学習します。技術科に興味・関心を持ち、その

学びの体系的な背景を知り、その後の学習に生かすことができることが大切と考えられて

おります。 

 なお、技術科の年間時数は、７年生・８年生は３５時間、９年生は１７.５時間となりま

す。 
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 教科書の内容の構成につきましては、材料と加工の技術、生物育成の技術、エネルギー

変換の技術、情報の技術となっております。 

 では、主要な内容について御説明いたします。まず、内容での特色についてです。内容

の分かりやすさへの配慮について、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、青色の付箋のページを開いてくだ

さい。双方向性のあるコンテンツの利用に関する内容です。急速な発達を遂げる情報の技

術に関しては、小学校におけるプログラミング教育の成果を生かし、発展させるという視

点から、従来の計測と制御に加えて、双方向性のあるコンテンツに関するプログラミング

を題材として扱っております。世の中で使われている情報の技術の見方・考え方の基本と

なる内容を学習し、処理の手順を考えさせることに重点を置くなど、問題解決を意識した

内容となるように配慮されております。内容につきましては、全社で取扱いを行っており

ます。 

 続いて、２、構成と分量での特色についてです。Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、緑色の付箋のペー

ジを開いてください。Ａ社は、「材料と加工に関する技術」の「基礎技能」では、木材、金

属、プラスチックの加工を同時に説明しています。Ｂ社とＣ社は、「材料と加工に関する技

術」の「基礎技能」では、木材、金属、プラスチックの加工を別に説明しております。ま

た、Ｂ社は、ハンドブックでも記載をされております。 

 最後に、総合所見の特色について御説明いたします。本教科書の長所・特色です。Ａ社、

黄色の付箋のページを開いてください。適切な場面で技術の見方・考え方を確認できるよ

う、「最適化の窓」を記載しております。また、Ｄマークで、他教科や小学校の関連する内

容の教科書紙面を見ることができます。巻末資料として、「プログラミング手帳」が記載さ

れております。また、資料として、Society 5.0を支える技術として、ＩｏＴとＡＩについ

ての写真などを使いながら、記載がございます。 

 Ｂ社は、ＱＲコードでコンテンツを公開し、技能動画などを掲載しています。巻末に「将

来のあなたへ 先輩からのメッセージ」のページを掲載し、技術関係の進路を考えている

生徒については、関心を高める工夫がございます。また、「Ｅ編 夢をかなえる技術」を掲

載し、学んだ技術を組み合わせて問題解決を図る実習例を２通り取り上げております。資

料として、Society 5.0を技術で創造する社会として、ＩｏＴについても写真などを掲載し、

特集として触れております。 

 Ｃ社、黄色の付箋のページを開いてください。ガイダンスから全ての内容まで取り組め

る見方・考え方を記載しております。ＱＲコードで１５０のコンテンツを公開し、技能動

画などを掲載しております。また、巻末に「携帯電話の利用 こんなときどうする」を見

開きで掲載しており、トラブルに対処する視点や用語の説明、また相談場所等を表記して

おります。また、ＩｏＴに関する単語の記載があり、情報社会も絡めて、複数写真が掲載

されております。また、プロセスごとの修理方法の記載もございます。 

 以上で説明を終わります。御協議、よろしくお願いします。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑があればお願いしたいと思います。 

 どうぞ、冨尾委員。 

【冨尾委員】  Ｃ社については、プロセスごとに修理方法が記載されているとあります

が、具体的には何ページのどういったところなのか、教えていただけると助かります。 

【教育長】  指導主事。 
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【指導主事】  Ｃ社７１ページ、７４ページ、７５ページに木材加工に関する修正のプ

ロセスが載っております。７１ページ、７４ページ、７５ページに記載がございます。 

【冨尾委員】  ありがとうございます。 

【教育長】  丁寧にこういうプロセスが出ていると分かりやすい状況があったりします

ね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 皆さんがお考えの間に私から一つ。このＢ社の別冊というか、ハンドブックの扱いです

けれども、これまでの教科書検定の中でいろいろ委員会のお話を聞きますと、別冊という

のは、紛失したり、非常に使いにくいところがあるのだという話がありましたが、調査委

員会の中でもそういった話はありましたか。 

【指導主事】  ただいま御質問いただいたところで、本冊に知識のことについてしっか

り書いてありまして、別冊のほうには技能が載っております。実際に教科書を教室に置い

ていってもいいんですが、技術室に持っていったときに、技能だけ持っていくと、後で技

能をやっている最中に知識をもう一回振り返りたいときにちょっと不便があるということ

は調査委員会の中では出ておりました。 

 以上です。 

【教育長】  分かりました。 

 ほかにどうでしょうか。委員の皆さん。 

【塚田委員】  ちょっといいでしょうか。 

【教育長】  どうぞ、塚田委員。 

【塚田委員】  教科書そのものの問題ではないんですけれども、例えば木工で今Ｃ社の

７１ページが出てきていましたが、これは実際に生徒たちがやるんですか、授業の中で。 

【教育長】  指導主事。 

【指導主事】  木材加工に関しましては、実際、どの学校でも取組をしております。 

【塚田委員】  やらないということはないわけですね、木材を使って。 

【指導主事】  はい。 

【塚田委員】  刃物を使うので、けがも心配されるところではありますね。一番最初に

やるのが木工になるのでしょうかね。 

【教育長】  指導主事。 

【指導主事】  技術科は先ほどの４領域はどこからスタートしてもいいので、木材から

最初というわけでもございません。ただ、木材からやっている学校は多いです。 

 以上です。 

【教育長】  素材が扱いやすいということもあるのでしょうね。塚田委員、よろしいで

すか。 

【塚田委員】  はい。 

【教育長】  ほかにいかがでしょうか。 

 私はちょっと気になったのですが、このＡ社の教科書は、欄外といいますか、ページの

上にパラパラ漫画のようなデザインがあるのですが、これは必要なものなんでしょうかね。 

【指導主事】  Ａ社に関しましては、右下にパラパラ漫画がございます。これに関して

は、調査委員会の中でも、ちょっと集中力を欠くと、色を塗ってしまったり、付け足して
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しまう生徒が出るのではないかということを心配されておりました。また、Ｃ社のほうな

んですが、右上にそれぞれの道具の写真が貼ってあります。これに関しては、導入で使え

たりガイダンスで使えたりするのはいいのではないかという、調査委員会では話がござい

ました。 

 以上です。 

【教育長】  なるほど。Ｃ社のほうは目的がはっきり単元と関連づけてあって、Ａ社の

ほうはちょっと私もよく意図が読めない。パラパラ漫画だったら、もうちょっとつながる

ように作っていただいてもいいのかなという感じもするんですが、内容とは関係のない部

分ではありますけれども。 

 ほかに委員の方、いかがでしょうか。よろしいですか。３社の中からまたどの教科書を

推すかというのを御発言いただくような形になろうかと思いますが、よろしいですか。コ

メントがあれば、そのときにまたおつけください。 

 それでは、菅谷職務代理者からお願いいたします。 

【菅谷教育長職務代理者】  私は、結論から申し上げますと、Ｃ社でいきたいなと思い

ます。 

 まずＡとＢとＣで一番大きな違いは、別冊があるということで、扱いにくいだろうなと。

あまりにも教科書が厚くていいものではないと私は思うんです。基本的なことがきちんと

書いてあるということは大前提ではないかなと思います。それから、ＡとＣの違いのとこ

ろで、Ｃの最初のほうですね。作業のところや実習のところがきちんと書いてあります。

私は、技術・家庭科の教科はいろいろなことが書いてあるのだけれども、何もしないで知

識の勉強をするのは技術の時間ではないと思うんです。やはり、物を作る、何かをすると

いうことが一番大事だと思います。その点から見ていくと、Ｃのほうが使いやすい。その

ように感じました。 

 もう１点です。今の教科書はどこでもそうなんですが、最後のほうに付録みたいな形で

載っていますね。この付録ってすごく便利なところがあるのですが、ＡとＣを比べたとき、

これからの情報の技術を学ぶためには、Ｃのほうが断然優れていると私は思います。その

ことを含めて、Ｃが使いやすいなと思いました。 

 以上です。 

【教育長】  ありがとうございました。 

 冨尾委員、いかがでしょうか。 

【冨尾委員】  私もＣ社がいいかなと思いました。Ｃ社は、例えば、表記と表現のとこ

ろにもありますけれども、２７枚の写真が並んで、非常に分かりやすく解説してあるとい

うところ。あと、プロセスごとの修理方法などが書いてあって、かなり丁寧に、分かりや

すいのではないかなと思ったので、Ｃ社です。 

【教育長】  分かりました。 

 海沼委員、いかがでしょうか。 

【海沼委員】  私もＣ社がいいと思います。というのは、道具が右上に載っているとい

うのがすごくいいなと思ったんです。道具の名前ってなかなか覚えないので分からないん

ですよね。これはすごくいいのかなと思ったのと、あと実習例が出ているということがす

ごくよかったと思います。 
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【教育長】  伝統の技術という部分もございますしね。 

 塚田委員はいかがでしょうか。 

【塚田委員】  皆さんと同じですが、Ｃ社ということで。 

【教育長】  皆さん、Ｃ社がよいのではないかというお話でした。これは全体に関わる

わけではないんですが、Ａ社の２６０ページにあるSociety 5.0というのは、これからの時

代に必要な背景です。学校もそういった背景の中に入っている部分でありますけれども、

こういったところが、これはＢ社もそうなんですけれども、明確にここが打ち出されてい

るというのは、やはりこれから必要な部分かなと思います。ただ、中学生となって初めて

学んでいく、特にテクニカル的な部分が多いところを教科書としてサポートしていくとい

うことを考えると、私もほかの委員の皆さんと同じように、Ｃ社がいいかなと思います。 

 Ｃ社を推す御意見が多いので、Ｃ社に仮決定することとしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【教育長】  それでは、技術・家庭の技術のほうはＣ社に決定したいと思います。 

 続けて家庭のほうに移ってまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 どうしますか。休憩を取りますか。どうしましょうか。 

（「取りましょう」の声あり） 

【教育長】  取りますか。ちょっと途中ではありますが、換気のために休憩を５分間と

いうことでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では２０分まで休憩にしたいと思います。暫時休憩します。 

（ 休  憩 ） 

【教育長】  それでは再開したいと思います。 

 指導主事。 

【指導主事】  私からは、技術・家庭科、家庭科の教科書について説明させていただき

ます。 

 家庭科分野では、品川区立学校教育要領に基づき、生活の自立を目指し、そのために必

要な知識・技能の確実な習得と学んだことを基に、自立と共生を土台として、持続可能な

社会を目指し実践していくための能力や態度を育てることを目標としております。 

 家庭科分野の内容は、家族・家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境の３つの領域か

ら成っており、この３つの内容を年間指導計画に組み立て、３年間指導していきます。 

 なお、家庭科分野の年間授業時数は、７年生・８年生が３５時間、９年生が１７.５時間

となります。 

 では、主要な内容について説明いたします。まず、内容面での特色についてです。（２）

内容の分かりやすさでの配慮について。新学習指導要領で新設された３つについて説明し

ます。 

 Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、青色の付箋のページを開いてください。衣食住の生活の食生活で、

加熱調理法に「蒸す」という内容について新設されております。蒸し器の使い方を示すと

ともに、野菜や芋などの基本的な調理を掲載しております。Ｂ社は、シューマイの作り方

について記載がございます。 
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 次に、ピンク色の付箋を開いてください。家族・家庭生活では、高齢者との関わりに関

する内容が新設されました。高齢者の一般的な体の特徴を理解しながら、それを踏まえた

関わりについて記載しております。 

 最後に、黄色の付箋を開いてください。消費生活・環境について、金銭管理に関する内

容が新設されました。収支のバランスや、キャッシュレス化にした見えない金銭の流れを

把握できるように記載されております。全社とも、クレジットカードによる３者間契約に

ついて図解により示しております。 

 次に、２、構成と分量での特色についてです。Ａ社は、ガイダンス、Ｂ領域、Ｃ領域、

Ａ領域で構成されており、「課題と実践」は巻末にまとめており、５編構成となっておりま

す。また、衣食住のＢ領域からスタートしております。 

 Ｂ社・Ｃ社においては、ガイダンス、Ａ領域、Ｂ領域、Ｃ領域で構成されております。

３編構成となっており、学習指導要領に沿った構成となっております。 

 また、Ｃ社は、「生活の課題と実践」は巻末にまとめております。 

 最後に、総合所見での特色についてです。本教科書の長所・特色です。Ａ社、赤色の付

箋を開いてください。問題を解決する道筋と見方、考え方について記載されております。

また、各ページの右下にパラパラ漫画が描かれております。巻末には「Ｄマークコンテン

ツ一覧」があり、インターネットを活用した学習ができるようになっております。また、

食品の廃棄についても記載されております。ページの下の「生活メモ」があり、各領域に

関連のある知識を得ることができます。巻末の付録として、「防災・減災手帳」と「子ども

の視界体験眼鏡」がついております。 

 Ｂ社は、ＱＲコードで参考資料や動画を見ることができ、巻末にシールがあったり、写

真資料が多く配置されたりと、視覚的な資料があります。「選択 生活の課題と実践」を設

け、その中で学習の流れや各領域の課題の例・実践方法が紹介されております。また、家

庭分野の学習を振り返るページがあります。こども食堂についての記載もございました。 

 Ｃ社、赤色の付箋をお開きください。生活の見え方・考え方について記載されておりま

す。ＱＲマークが掲載されており、ＱＲコードを読み取り関連コンテンツを見ることがで

きます。ページの下の「豆知識」があり、各領域に関連のある知識を得ることができます。

また、各領域の奇数ページの右上には小さな写真が載っております。 

（ 休  憩 ） 

【教育長】  それでは、休憩前に引き続きまして、指導主事からの説明をお願いいたし

ます。 

【指導主事】  総合所見のＣ社から御説明いたします。Ｃ社、赤色の付箋をお開きくだ

さい。生活の見え方・考え方について記載されています。ＱＲマークが掲載されており、

ＱＲコードを読み取り関連コンテンツを見ることができます。ページの下の「豆知識」が

あり、各領域に関連のある知識を得ることができます。また、各領域の奇数ページの右上

には小さな写真が載っております。巻末に「学んだことを生かそう」を掲載しており、「災

害からいのちと生活を守るために」を設け、実際に起こった災害や避難の方法、備えを掲

載しております。また、ＬＧＢＴや性別に関わらない制服の選択について取り上げ、性の

多様性やジェンダーについて意識を高める工夫が見られます。 

 以上で説明を終わります。御協議、よろしくお願いします。 
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【教育長】  説明が終わりました。質問等があればお願いしたいと思います。御意見等

も併せてお伺いしたいと思います。 

 冨尾委員、どうぞ。 

【冨尾委員】  それぞれ写真が幾つか載っていると思うんですけれども、その写真の量

とか、あとこれがきれいだなとか、その写真について検討委員会での意見はあったでしょ

うか。 

【教育長】  指導主事。 

【指導主事】  調理の写真については、どれも、格別にどれかということは調査委員の

中では出ておりませんでした。 

 以上です。 

【教育長】  いいですか。 

【冨尾委員】  はい。大丈夫です。 

【教育長】  何か私は、このＢ社の調理の、教科書は調理用のガイドブックではないん

ですけれども、こういった写真に大きくおいしそうなものが写っているのを見ると、作っ

てみたいという意欲が湧くかなと思って、そういう意味で委員が質問されたのかなと考え

るんですけれども。 

【冨尾委員】  そうです。この教科書を持っていて、中学校を卒業した後も生かされる

といいのかなと思うのと、ぱらぱらっとめくって、「あ、おいしそうかな」などという中学

校のときの思い出とともに、何かまたチャレンジしてみようかななどという思いが出ると、

またそれもそれでうれしいなと思ったので。 

【教育長】  そうですね。同じように調理実習は取り扱っているのでしょうけれども、

このような工夫があると、少し面白いなというところはございます。 

 ほかにいかがですか。 

 では、皆さんが考えている間に私から一つ。これは検討委員会の中で、Ａ社だけが学習

指導要領の配列ではなくて、Ｂ領域から先に掲示している、教科書の順番として、そうい

うものがあるということで、これは何か委員のほうから、授業を進める上での障害になる

とか、そのようなことはなかったですか。 

 指導主事。 

【指導主事】  家庭科におきましては、どの領域からスタートしても可能でございます

ので、使い方によるので、特に記載の順番が別でも、委員の中では特に出ませんでした。 

【教育長】  問題ないということで、いいわけですね。 

【指導主事】  はい。 

【教育長】  理数のように系統的にこう持っていくものではないということですね。 

 どうでしょう、委員の方々。冨尾委員、どうぞ。 

【冨尾委員】  Ａ社とＢ社につきましては、教科書の下のほうに割と小さい字で、「豆知

識」とか、ちょっとした「生活メモ」とか、そういったものが書いてあるのですけれども、

Ｂ社はそういった字が小さいものの情報量がちょっと多過ぎるのではないかなとか、ある

いはもうちょっと載せたほうがいいのではないかなみたいなことというのは検討委員会の

中では何かお話はありましたでしょうか。 

【教育長】  指導主事。 
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【指導主事】  情報量に関しましては、調査委員の中では、Ａ社のほうが細かく載って

いて、Ｂ社はどちらかというと少し緩やかで、Ｃ社がその真ん中という話はありました。 

 以上です。 

【教育長】  図表や絵が大きいと、どうしても情報量は少なくなってまいりますね。た

だ、Ａ社のほうは、先ほど私も意見を述べましたけれども、例えばこのパラパラ漫画とか、

巻末にある付録のようなものとか、防災手帳は東京都の場合にはもう特別の手帳がありま

すので、配慮はいろいろしているのでしょうが、余剰な部分があるのかなという感じがい

たしますね。 

 ほかに委員の方々はどうでしょうか。ございませんか。なければ、この後、どの教科書

を推すかという話になってまいりますが、そのときにコメントしていただいても結構です

が。 

 Ａ社の２８２ページ、もしよかったら御覧いただけると、料理人の方の紹介ということ

で、笠原さんが載っているのですけれども、これは品川区の有名な料理人の方でいらっし

ゃいまして、学校でも御指導頂いているような状況があるということで、Ｂ社のほうにも

こども食堂について触れているところもありますので、こども食堂を品川でも今大変手広

くやり始めているという感じになるので、いろいろな形で品川の状況と関わりがある教科

書になっているのが見られました。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、また順番に、どの社を推すか、御意見を述べていただきたいと

思います。 

 菅谷職務代理者、お願いします。 

【菅谷教育長職務代理者】  私は、ざっと見たときに、教科書は薄いほうがいいなと。

情報量に関しまして、全てのものは入り切れないんだと。入れないんだったら、入らない

ものをどのように手に入れる手段をこの中で講じているかと、これは一つの教科書を見る

ときの観点だと思うんです。Ｃ社を見ていただきますと、分からないことは、ＱＲコード

が書いてあって、もっと調べなさいよと。その配慮がほとんどのページに書いてあるんで

す。家庭科というのは、僕は家庭生活をする上での一番大きなこと、大きな包みなんです

よ。その中にいろいろなことが出てきます。だから、ほかの教科よりも広いというのが大

きな特色なんですね。だから、先生のやり方によっていろいろある。だけれども、子供た

ちはもっと情報を使える。そういう目で見ていくと、Ｃの作り方はすごくいいなと。実習

が非常にコンパクト。やりなさい、きちんとこれはやりなさいということの押さえがして

あるなと。この２点から言うと、私はＣかなと思います。 

 Ａ社は、情報量がすごく多いです。多いのだけれども、コンセプトとして、いわゆる家

庭生活から入らない。いわゆる子供の発達段階を考えていくと、衣食住から入るというの

は違うのではないかなということで、私は非常に違和感があるんですね。ほかとは違う。

教科書だから、そのとおり教えなくてもいいかもしれないけれども、物の考え方、家庭科

の物の考え方は、家庭を中心にしたものの中でする。そこがスタートですね。それから子

供は成長していく。その中で非常に大事なものを教えますよというのがこれです。特に一

番最後のところで、災害のところでどのようにするのかと、それが書いてあったら、今の
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日本の現状を考えたとき、様々な問題があるのだけれども、自然災害は非常に強いですよ

ね。ほかの国に比べても私どもはその宿命を持っているので、そのことをきちんと教える

ためには、私はＣがよろしいのではないかなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  ありがとうございます。 

 冨尾委員、いかがでしょうか。 

【冨尾委員】  私は、Ｂ社がいいかなと思いました。一つは、写真がとてもきれいだと

いうことと、あと衛生面の留意点について、分かりやすくコメントがあるかなと思いまし

た。例えば１２９ページ、シューマイに関しても、食中毒の予防という観点であったり、

衛生面のことはとても大事かなと思って、情報量がコンパクトで、分かりやすいのではな

いかなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  Ｂ社ということでよろしいですか。 

【冨尾委員】  はい。 

【教育長】  海沼委員、いかがでしょうか。 

【海沼委員】  私はＣ社と思っております。右上のお魚の写真があったり、あと下の「豆

知識」があったり、あとＱ＆Ａという、これがちょっといろいろな場面で出てきますけれ

ども、こういうものでいいかなと。 

【教育長】  こういう……。 

【海沼委員】  ええ、ちょっとした「豆知識」があると、またちょっと違って、いろい

ろなアレンジというか、また違ってくるのかなと思うんです。 

【教育長】  小技が効いているという感じですね。 

【海沼委員】  はい、Ｃ社は。 

【教育長】  Ｃ社と。 

 塚田委員、いかがでしょうか。 

【塚田委員】  私もＣ社ですね。写真がこっちはきれいです。冨尾先生は、Ｂ社の写真

がきれいだとおっしゃるのだけれども、いや、Ｃ社のほうが何か一番現実のお料理みたい

な感じだから。感じ方の違いだと思いますが、そういうことで、これは食べてみたいとい

う感じになる。 

【教育長】  なるほど。Ｃ社ということでよろしいですね。 

 私は、ＢかＣというところですね。どれもいい仕上がりになっているかなと思うんです

が、Ａ社は、先ほど申し上げましたように、ちょっといろいろプラスアルファが多過ぎる

のかなという気がいたします。先ほどＢ社の写真が大変いいという話をしましたが、Ｃ社

の１２０ページの牛丼とシチューも、非常に食欲をそそるレシピになっているのではない

かなと思います。また、Ｃ社のほうで職務代理のほうから指摘があったＱＲコード、これ

についてはＢ社のほうも結構しっかりと載せている状況がありまして、ＢとＣは甲乙つけ

難いのかなという感じがいたします。 

 ということになりますと、委員の方々はＣ、Ｂ、Ｃ、Ｃ、私がＢ、Ｃということで、Ｂ

社の方も何人かいらっしゃいますが、Ｃ社を推す方が多い状況があるようでありますので、

Ｃ社に仮決定することとしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。よろしい
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ですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、技術・家庭の家庭のほうは、Ｃ社ということで仮決定したいと

思います。 

 今日はもう一つ、「特別の教科 道徳」という形になります。 

 よろしいですか。では、事務局からの説明をお願いいたします。 

 指導主事。 

【指導主事】  それでは、私から「特別の教科 道徳」の教科書について説明させてい

ただきます。着座にて失礼いたします。 

 品川区立学校では、独自教科である市民科の授業において、「特別の教科 道徳」の教科

書を併せて活用いたします。では、それぞれの観点について、主要な内容について説明し

ます。 

 まず、１、内容面での特色についてです。各社、１年生の①の付箋のページを御覧くだ

さい。 

 （２）内容の分かりやすさへの配慮について。学習内容を生徒に意識させる工夫として、

どの社も、道徳の内容の分類ＡからＤを色分けしていますが、Ａ社・Ｂ社・Ｃ社・Ｅ社・

Ｇ社は、個、ペア、集団、自然がイメージできるマークを用いていました。Ｄ・Ｆ社につ

いては、色分けのみとなっております。 

 次に、２、構成と分量での特色についてです。各社、２年生の②の付箋のページを御覧

ください。 

 （１）内容の配列の仕方、単元・教材等の系統性や発展への配慮についての特徴として、

Ａ社では「いじめ防止」と「社会参画」、Ｂ社・Ｇ社では「いじめ防止」と「生命尊重」、

Ｃ社では「地球と地域の未来のために」と「夢に向かって共に輝く」のユニットを設けて

いました。また、Ｅ社では、全体を３のシーズンに分け、さらに時期によりユニットテー

マを設定。Ｆ社では、道徳の内容項目順に配列。Ｄ社では「いじめ防止」について、人間

関係ができた６月以降に設定するといった、バランスを考慮した配列になっています。 

 次に、４、学習活動での特色についてです。各社、３年生の③の付箋のページを御覧く

ださい。 

 （１）主体的・対話的で深い学びの実現に対する配慮ですが、どの社も、教材末に、考

える視点、話し合う視点等を示し、対話等を行うように導いていますが、Ａ社は別冊「道

徳ノート」により全教材に話合い活動を行うようにし、Ｄ社も別冊ノートに学習の振り返

りを文章で書き留めておくようにし、Ｅ社は「見方を変えて」というコラムを通して多角

的・多面的な見方を引き出す工夫が見られ、Ｇ社は話合いを通した考えを記述する箇所を

多くの教材で設けていました。 

 （２）の問題解決的な学習について、各社、３年生の④の付箋のページを御覧ください。 

 どの社も推進するよう工夫していますが、特にＡ社には学習のヒントとなる教材を各学

年に４つ用意している点、Ｂ社には異なる立場の考えを取り入れた教材を各学年に複数用

意している点、Ｇ社には各学年に２時間扱いの問題解決的な学習の教材を用意している点

などの工夫が見られました。 

 最後に、７、総合所見についてです。Ａ社は、別冊「道徳ノート」による自分や友達の
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考え、振り返り等の書き込み、問題解決のヒントを示した単元を全学年に複数設定するな

ど、学び方への配慮をしている点です。Ｂ社は、学びの道筋が分かりやすいように、導入

と「学びの道しるべ」を設定、さらに教材数を精選し、教材文も内容が把握しやすいよう

に短めに設定している点等です。Ｃ社は、「地球と地域の未来のために」と「夢に向かって

共に輝く」についてのユニット化、特設ページとして、「深めよう」「クローズアップ」「ク

ローズアッププラス」を設けて、多様な学習過程を示している点等です。Ｄ社は、本冊と

別冊の分冊構成で、別冊では、書くことを通して自問と内省へと導き、道徳的思考を深め、

道徳的価値の理解を確かなものにするようにしている点等です。Ｅ社は、いじめ問題や情

報モラル等の現代的な課題については、道徳的価値を身近なこととして捉えて、確かめる

ための「深めたいむ」という特設ページを全学年で設定している点、ＳＤＧｓの現代的な

取組を紹介し、自分の身の回りにも目を向けるように促している点等です。Ｆ社は、教材

の配列が、学習指導要領の道徳の内容項目順になっており、教科書の順番に縛られること

なく教材を扱えるという点、１年間の振り返りでは、心の成長と道徳の時間の取組の様子

について、４段階で自己評価するようになっている点等です。Ｇ社は、問題意識を醸成し、

問題解決的な学習を通して考えを深めるように、巻末に話合い活動や思考の質を高める授

業支援ツールとして、ホワイトボード用紙、心情円が収録されている点等です。 

 以上で説明を終わります。御協議、よろしくお願いいたします。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑があればお願いいたします。 

 情報量が増えたので、なかなか整理していくのに大変な状況がおありになるかとは思い

ますが、この道徳につきましては、昨年度の小学校でもそうでしたが、市民科を本区では

実施しておりますので、その市民科と組み合わせて教科書を扱っていくというところが一

番大きなポイントになってくるかなとは思います。どうでしょうか、委員の皆さん。 

 どうぞ、菅谷職務代理者。 

【菅谷教育長職務代理者】  検討委員会の中で調べられた中で、何社か、別冊があるん

ですよね。別冊については、現場の先生方というかな、委員の皆さんはどんな判断をされ

ていらっしゃるでしょうか。道徳ですから、いろいろなものがあるんですね。どんどん情

報が集まってきてしまって、いっぱいあり過ぎるという感じもするんですけれども、いか

がでしょうか。 

【教育長】  指導主事。 

【指導主事】  別冊のほうなんですけれども、特徴として、自分の考えが書き留められ

るという部分もあるのですが、やはり本区では市民科の教科書もあります。そこで、別冊

は使い切れないのではないかという意見が出ておりました。 

 以上です。 

【教育長】  どうしてもこの別冊ということになるとワークシート的な要素が強くなり

ますが、市民科の教科書もやりながらこちらもというのはなかなか厳しい。この別冊がつ

いている２社ほどありますかね。 

【菅谷教育長職務代理者】  ＡとＤですよね。 

【教育長】  はい。例えばいじめ防止とか社会参加ですとか、今の時代に必要なものを

Ａ社などもしっかり取り入れて作っている状況はあるかなとは思うんですが、Ｄ社も含め

て、ちょっとこの別冊扱いというのは、品川としてはなかなか組み入れられないところか
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なという気がいたしますね。 

 ほかはどうでしょうか。冨尾委員。 

【冨尾委員】  各社、いじめ防止について取り上げていらっしゃるようですが、その取

り上げている数には随分差があるかなと思うんですけれども、市民科との兼ね合いで、多

いほうがいいのか、少ないほうがいいのかというようなお話が検討委員会のほうではあり

ましたでしょうか。 

【教育長】  指導主事。 

【指導主事】  今回、市民科の改訂で生命尊重の単元を追加した経緯もありますし、ま

たいじめ防止も区として重点としている点です。全社、ユニットとはしなくても、全社で

取り扱っているのですが、中でもＥ社に関しては、いじめに関するタイトル数として、ほ

かのところよりも、２番目よりも１０差がある２９点を扱っているというのが特徴的なと

ころでした。 

 以上です。 

【教育長】  よろしいですか、冨尾委員。 

【冨尾委員】  はい。分かりました。 

【塚田委員】  ちょっとよろしいですか。 

【教育長】  どうぞ、塚田委員。 

【塚田委員】  大きさの点なんですけれども、結構大判のがあって、Ｄ・Ｅ・Ｆが小型

なんですよね。だから、市民科と一緒にしていくものだということで、何か小さいほうが

いいのかなと。 

【教育長】  ちなみに、市民科の教科書の判は何でしょうか。 

【指導主事】  Ａ４判です。 

【教育長】  Ａ４判ですか。なるほど。 

【塚田委員】  小さいほう。 

【教育長】  そうすると、どちらとも合わないということですね。 

【冨尾委員】  そうですね。 

【塚田委員】  Ａ４判は大きいんだ。 

【教育長】  なかなか微妙なところですね。何か、私のイメージだと、持ったときに、

ＡＢ判のほうは読み物の部分が広過ぎて、扱いにくいようなイメージがしましたけれども、

皆さんはいかがでしょうかね。 

 ほかにはどうでしょう。 

 では、お考えいただいている間にまた私から一つ。今の風潮なんでしょう、漫画の教材

を使った単元がそれぞれあるようですけれども、ただ分量的に随分違いが出ているような

んですね。この辺の扱いについて、検討委員会のほうで何か意見が出ておりましたでしょ

うか。 

 指導主事。 

【指導主事】  吹き出しやこま割りの教材に漫画のような視覚的なページの設定につい

てですけれども、漫画を活用することで、登場人物が置かれている場面が容易に捉えられ

るというメリットが考えられるのではという意見は出ておりました。そこで、各社を分析

してみますと、Ｃ社が積極的に活用している。また、視覚的な教材というところで、見開
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きの写真については、Ｃ社・Ｅ社が多く使っていました。そこと比べまして、Ｄ社・Ｆ社

については、比較的シンプルな作りになっておりました。 

 以上です。 

【教育長】  なるほど。確かに、ＢとＦはそういった素材は少なめにというような形で

作っているようですね。 

 ほかにはどうでしょうか。委員の皆さん、何かお気づきになったところ、また御意見が

あればお願いしたいなと思いますが。 

 Ｅ社の教科書は、紙質なのか、紙の色なんでしょうかね、これ。白っぽくなっていなく

て、何か目に優しい感じがします。こういうのもなかなか味わいがあるかなという感じが

しますけれども。 

 Ｇまでありますので、一つに絞り込むのはなかなか難しいかもしれません。複数出して

いただいて、その中でまた絞り込みをということも考えられますが、それぞれの推す教科

書を御発言いただくのでよろしいですか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、菅谷職務代理者からお願いいたします。 

【菅谷教育長職務代理者】  毎回言っていることですが、私は小さいほうが好きで、そ

れは中身が薄いということではなくて、いろいろな先生方だって、道徳というのは特に教

科書を使って教えるということは、教科書だけで教えるわけではなくて、普通の学科はそ

れで済むんですが、品川の場合はそれが市民科というものに関係していますから、いろい

ろな教材を使う中で、それしかないというのは困るなという感じがしますね。そうします

と、中に書いてある題材の大きさ、あまりにも長いものが書いてあって、それだけで道徳

の授業を完結しようというものは除きたいなと思ったんです。そうすると、一番書いてあ

るものが少ない、小さくコンパクトにまとまっているのは、私はＢだと思ったんです。Ｂ

は、結構その一つずつがコンパクト。ただ、Ｅのほうも、ある程度コンパクトさはありま

す。ユニットというところはすごくうまいと思いますね。 

 その次に考えたのは、道徳の授業なんだけれども、市民科の中のステップの中でどこで

使うか、どこで使ったほうがいいのかというと、私はＡ段階という一番最初の１段階と２

段階、あの辺で使って、最後のほうの４、５というところへ一般化していくわけですから、

そこのところにはこのほかの教科書は全く市民科と違って触れていない。そういう中に当

てはめていくとなると、このＢ社の設問の中の３つの項目の最後のところは、ある程度一

般化に近いところなんですね。「あなたはどうしますか」としつこく書いている。こちらの

ほうは「あなたはどう考えますか」で終わっている。その差があると、市民科のほうは「ど

うしますか」ということで、きちんと教えていこうということなので、導入のところで１

段階、２段階のところで使うのはＢかＥかな。ただ、設問が違うというところに、皆さん

方の、ほかの先生方の御意見を聞きたいなという感じもします。私はこの２社にしたいと

思います。 

【教育長】  ありがとうございます。ＢかＥかということですね。 

 冨尾委員、いかがでしょうか。 

【冨尾委員】  私は、ＣかＥかと思いました。Ｃに関しましては、このサイズもあると

思うんですけれども、見開きの写真を多く使っているということと、比較的絵や写真が多
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いといったことと、あとＥ社に関しては、いじめ防止を非常に多く取り扱っているという

こと。それから、Ｅに関しては、別冊がないということもいいのではないかなと思ってい

るところで、ＣとＥと考えております。 

【教育長】  ありがとうございます。 

 海沼委員、いかがでしょうか。 

【海沼委員】  私は、ＢとＣがいいかなと思って見ておりました。 

【教育長】  ＢとＣですね。 

【海沼委員】  はい。Ｂは、内容はちょっと分かりませんけれども、読むのにはすごく

いいなと思って、市民科との連携がどうなのかなと思うところと、あと「学びの道しるべ」

というのがありますよね。これがちょっといいのかなと思って見ておりました。 

 あとＣも、字の大きさとか、カラーがとてもきれいだったので、Ｃもいいなと思って見

ておりました。大きさ的にも、これぐらいだったらちょうどいいのかなと思って見ており

ました。 

【教育長】  取りあえずＢかＣかというところでよろしいですか。 

【海沼委員】  はい。 

【教育長】  塚田委員、いかがでしょうか。 

【塚田委員】  私は、大きさからいって、ＢかＥかＦ。それで、ちょっと市民科との関

連はよく分からないんですけれども、いろいろちょっと知っておいてほしいエピソードみ

たいなものが、例えば杉原千畝とか、吉田松陰とか、八田與一とか、先生が選んで教えれ

ばいいと思うんですけれども、そういうのがいっぱい入っているという意味では、Ｆがい

いのかなとも思ったりしています。 

【教育長】  なるほど。ＢかＥかＦか、その中でもＦがいいのではないかなということ

ですね。 

【塚田委員】  Ｆがいいと。はい。 

【教育長】  分かりました。 

 私のほうは、先ほどもちょっと話題にしましたが、ＡＢ判よりもＢ判のほうが、造本と

しては扱いやすいのかな。特にステップＡ、ステップＢ辺りで使っていくときになると、

恐らく色々な教材として使うことが多いかなと思いますので、そのほうが扱いやすいのか

なという感じがします。別冊があると扱いにくいという形式的なところから少し消去法を

使っていくと、ＢかＥかＦかという辺りになっていくのですけれども、一番肝心なところ

の内容でいくと、いじめの問題、それからＳＤＧｓもそうです。こういったことを取り扱

っている要素が強いと思われるＢとかＥがいいかなという感じがいたします。 

 どちらがいいかということになると、なかなかこれも難しいところではあるのですが、

皆様方も複数提示していただいているので、私もＢかＥかということにさせていただいて、

この後もう一回皆様の意見の中で出てきたものを絞り込んで、そこで最終的に考えていき

たいなと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【教育長】  一応、頂いた意見では、菅谷先生がＢ、Ｅ、冨尾先生がＣとＥ、海沼委員

がＢとＣ、そして塚田委員がＦで、私のほうがＢとＥという形になって、塚田委員もＢと

Ｅを挙げていただいておりますので、ＢとＥという意見が多かったかなと思いますが、こ
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の２社の中で絞り込むということでいかがでしょうか。 

（「結構です」の声あり） 

【教育長】  それでは、Ｂ社とＥ社ということで絞り込んでいきたいなと思います。幾

つかもうこれまで出てきておりますので、コメントがあれば、またコメントを入れていた

だきたいと思いますが、なければ、どちらかに絞って今度は態度表明をしていただけると

ありがたいと思います。複数の採択はできませんので、１社でいきたいと思いますので。

それでは、また菅谷職務代理者からお願いいたします。 

【菅谷教育長職務代理者】  先ほど二つ言ったので、そのうちの一つ、どちらかという

のは非常にきついんですけれども、持った感じですが、ページ数はＢのほうが多いんです。

ところが、多いんだけれども、厚いんです。Ｅのほうは薄いんです。子供の負担のことを

考えると、僕はＥのほうが一番いいと思います。内容的には、本当に甲乙つけ難いです。

どう使うかということが一番大事だと思います。そのように思ったとき、並べやすい。市

民科の教科書があるわけですから、そこに並べやすいのと、それから皆さんが言っていた

ように、いじめに関する中身が多いということ。品川区としては市民科といじめ、そこを

中心に考えていくといいかなと思いました。 

 以上です。 

【教育長】  冨尾委員、いかがでしょうか。 

【冨尾委員】  私も、先ほども申し上げたように、Ｅがいいと思いました。Ｅは、割と

コンパクトなサイズなんですけれども、見開きの写真とかイラストとかというのも、読み

物としてという場合には使いにくいのかもしれませんが、道徳は国語ではないというよう

なことも前にお聞きしたこともありますので、印象とか、そこから何をイメージして考え

ていくかということですと、Ｅがいいかなと思います。 

【教育長】  先ほどはＣ、Ｅというお話を頂いたので、ＢとＥの選択の中からはＥとい

うことで。 

【冨尾委員】  はい。 

【教育長】  海沼委員、いかがでしょうか。 

【海沼委員】  ＢとＥとを比べますと、Ｅもいいなとは思うんですけれども、何か漫画

が入っていて、でもちょっと休めるかなというものと、それから先生が市民科で教える段

階でどちらが使いやすいのかなというところで決めていただけたらと思っています。 

【教育長】  先ほどはＢかＣかというお話でしたので、ＢかＥかという中で考えればＢ

ということでよろしいでしょうか。 

【海沼委員】  Ｂのほうがいい。はい。 

【教育長】  ありがとうございます。 

 塚田委員、いかがでしょうか。 

【塚田委員】  私は、Ｂにしたいと思います。 

【教育長】  Ｂですね。塚田委員のほうは、先ほどＦというお話でしたので、それ以外

のＢとＥということで、Ｂのほうがよろしいかというところだと思います。 

 私のほうは、先ほどＢとＥというお話をさせていただきました。菅谷職務代理と同じよ

うに、両方とも、内容的にも、それから学びの流れとしても、非常に甲乙つけ難い感じの

教科書ではないかなと思います。そんな中でも、私個人としては、このとおり、いじめ問
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題に焦点を当てている状況ですとか、それから漫画や写真も含めて非常に多くの資料を提

示して、子供に考える機会を与えてくれているということで、Ｅ社のほうが合っているか

なという感じがいたします。 

 最初に申し上げましたように、多数決でということではありませんので、いろいろ意見

を頂戴した中で、若干ではありますが、Ｅ社を推す声が多いような気がいたしますが、ど

うでしょうか。Ｅ社という形で仮決定するということでもよろしいでしょうか。 

（「はい、いいです」の声あり） 

【教育長】  特にＢ社を推されたお二方、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、Ｅ社に仮決定することといたしますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【教育長】  「特別の教科 道徳」はＥ社に仮決定いたします。 

 ここでまた休憩を挟んで、換気をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、しばし休憩という形で、５分間の休憩に入ります。 

（ 休  憩 ） 

【教育長】  会議を進めたいと思います。 

 日程第３、報告事項１、学校改築の進捗について、説明をお願いいたします。 

 学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  私から、学校改築の進捗について御報告いたします。 

 資料Ａ－３横２枚の、まず１枚目を御覧ください。令和２年６月現在の状況ですが、現

在、幼稚園２園、小学校６校、中学校１校の改築を進めております。 

 資料左上からです。芳水小学校では、第２期校舎改築並びに外構工事を進め、今年５月

に全ての工事が完了したところです。 

 その下、城南小学校・幼稚園は、今年２月に校舎棟・園舎棟が完了し、現在、既存校舎

解体並びに外構工事を進め、令和３年１月に全ての工事が完了する予定でございます。 

 その下、後地小学校は、校舎棟を今年の８月に工事完了予定で進めております。また、

引き続き外構工事を進め、令和３年１月に全ての工事完了を目指しております。 

 その下、鮫浜小学校は、現在躯体工事を進め、令和３年７月に新校舎完了予定で進めて

おります。引き続き外構工事を進め、令和４年５月に全ての工事完了を目指しております。 

 右上に移りまして、浜川小学校・幼稚園は、今年８月より校舎など改築工事に着手予定

でございます。令和３年８月、幼稚園園舎棟、令和６年２月、小学校校舎棟の工事完了予

定で進めてまいります。その後外構工事を進め、令和７年７月に全ての工事完了予定で進

めております。 

 次に、第四日野小学校ですが、Ａ３横の資料２枚目を御覧ください。こちらは、学級数

２４で計画しているところでございます。今年度、実施設計を進めているところです。資

料、計画概要に沿って御説明いたします。 

 左上が、北東上空から見た鳥瞰イメージでございます。その右、計画概要は、構造、鉄

骨造、一部鉄筋コンクリート造、地上５階建てで、その他は記載のとおりでございます。 

 その下、４つのコンセプトをもって設計に取り組んでいます。１つ目は「地域とつなが
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る誰もが活躍できる学校」、２つ目、「楽しみながらより深く学べる学校」、３つ目が「コン

パクトで自然豊かな学校」、４つ目が「子どもたちと地域を守る安全安心な学校」。内容に

ついては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、その下、建替計画です。ＳＴＥＰ１から３ですが、今年度より来年度にか

け、既存校舎棟の内部改修工事、既存プール解体工事、そして校庭内に下水管付替工事を

進める予定でございます。 

 ＳＴＥＰ４から６でございますが、令和３年夏頃から新校舎建設に着手し、既存校舎解

体後、二期工事を経て、令和７年夏頃、新校舎棟の完成予定を目指します。 

 ＳＴＥＰ７から８ですが、既存体育館棟解体工事を行い、最後に外構工事に入り、令和

８年１０月に全ての工事完了予定で計画しております。 

 続きまして、資料右上に移りまして、配置兼１階平面図ですが、正門については、かむ

ろ坂沿いの敷地中央に配置し、敷地の南西部分に新校舎を配置、北東部分にグラウンドを

計画したところです。 

 １階には管理諸室、特別支援教室、給食室、多目的室など、またグラウンドには体育倉

庫、防災倉庫やトイレなどを計画しております。 

 下に移りまして、２階平面図です。低学年普通教室、多目的教室、メディアセンター、

和室、体育室などを計画しております。３階平面は、中学年普通教室、多目的教室、特別

教室や大人数で学習できる四日野ルームなどを計画し、４階平面は、高学年普通教室、多

目的教室、特別教室などを計画しております。５階屋上平面は、プールと更衣室関係と機

械置場となる予定でございます。 

 資料の一番下には、校舎の断面を２か所記載しております。 

 第四日野小学校については、以上でございます。 

 最後に、申し訳ありませんが、資料Ａ３横の１ページ、最初にお戻り願いまして、右下

の浜川中学校でございます。プロボーザルの公募をいたしまして、審査会などを経て、設

計業者を選定し、今年度、基本設計に着手いたしております。令和３年度、実施設計を行

い、令和４年度から校舎建設に着手する計画でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【教育長】  説明は終わりました。質疑があればお願いいたします。 

 どうぞ、塚田委員。 

【塚田委員】  コロナの関係で工事がストップしたりしたことはありましたか。 

【教育長】  学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  現実的には、工事のほうの遅れというのは今現在ありません。

ただし、ちょうど時期が５月の連休に重なったものですから、その前後で長い休みはあり

ましたけれども、現在、その数日の遅れを取り戻すがごとく今現場のほうでは頑張ってい

るところです。現実的には遅れは挽回できると思っております。 

 以上です。 

【塚田委員】  分かりました。 

【教育長】  よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。冨尾委員。 

【冨尾委員】  第四日野小学校の校舎改築で、不動前駅のすぐ横のところに普通教室が
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設置されるようですけれども、防音とか、日当たりとか、そういった面は特別な配慮はあ

るものなんでしょうか。それとも、特に問題ないものなんでしょうか。ちょっとよく分か

らないんですけれども、すみません。 

【教育長】  学校施設担当課長。 

【学校施設担当課長】  資料の１ページの右下にＡ－Ａ断面というのがございます。そ

ちらをちょっと御覧になってもらうと、左側に不動前駅、そちらから、教室分は、２階に

行きますと、セットバックといいまして、ちょっと離しております。これは、距離を離す

ことによって離隔距離を取って、騒音を抑えるという効果があります。それと、対策とし

ては、防音壁を設置したり、植栽を設置することによって、これについても防音、遮音が

できるものというところで、その計画で現在進めております。 

 以上です。 

【塚田委員】  ありがとうございます。 

【教育長】  そこが一番気になるところかなと思いますけれども。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、菅谷教育長職務代理者。 

【菅谷教育長職務代理者】  今、計画の中で、ＳＴＥＰ４のところというのは、既存校

舎と新校舎と体育館と３つあって、どこで遊べるのかなと。ただ、このことを一番分かっ

ていらっしゃるのでしょうから。ただ、このＳＴＥＰ４の期間が結構長いので、どこで…

…。行くとしたら、あの辺はあまり大きな公園はないですよね。一日野のグラウンドが一

番近いか、または後地に行くか、ちょっと気になるところですね、ここは。 

【書記】  中断をお願いいたします。 

（ 中  断 ） 

【書記】  再開をお願いいたします。 

【教育長】  それでは再開いたしたいと思います。 

 校庭を使えない期間が大分長いのではないかという御質問だったかと思います。学校施

設担当課長。 

【学校施設担当課長】  今回、この計画なんですが、御覧のとおり、仮設の校舎を採用

しておりません。なるべく既存の校舎を利用しながら計画をしたところでございます。既

存の校舎を使うことによって引っ越しなどの数が少なくなる、それによって子供たちの負

担が少なくなる、学校の負担が少なくなる、そういうことを配慮した今回の計画でござい

ます。現状では、既存の体育館がありますので、体育館を使用する。それと、近隣校と調

整して、運動系のものについては近隣校のところを貸してもらう。そのようなことを実施

する予定でございます。 

 以上です。 

【教育長】  よろしいですか。ちょうど近隣に現在改築中の学校もありまして、そこの

子供たちはこちらを使っているというような状況もありますので、双方にということでご

ざいます。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、学校改築の進捗については、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件は了承いたします。 
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 次は、日程第３、報告事項２、令和３年度新入学者の受入枠について、事務局からの説

明をお願いいたします。 

 学務課長。 

【学務課長】  それでは、私からは、令和３年度新入学者の受入枠についてを御説明い

たします。資料５を御覧ください。 

 来春入学予定の児童・生徒に係る学校選択につきましては、１０月に実施されるという

ことでございますけれども、それに先立ちまして、保護者の方宛てに学校案内のパンフレ

ットを送らせていただきまして、その中に受入枠が記載されるということになります。し

たがいまして、例年、この時期に学校案内パンフレットを作成いたしますので、教育委員

会においても同じタイミングで御報告をさせていただいているものでございます。 

 それでは、資料の中段を御覧ください。表になります。上のほうは小学校・義務教育学

校（前期課程）の学級数当たりの受入可能人数ということで、小学校と義務教育学校（前

期課程）につきましては、新１年生については、義務標準法によりまして、１学級３５人

で学級編制することが定められてございます。したがいまして、３５人を基準として、希

望選択が締め切られた以降、来年の春、入学時までの期間、転入等によってお子さんの数

が増えるということもございますので、その辺の余裕を考慮した上で、１学級であれば３

０人、２学級であれば６０人といった形で、若干余裕を持たせた形で受入可能人数を設定

しているものでございます。 

 下の段が、中学校・義務教育学校（後期課程）の学級数当たりの受入可能人数でござい

ます。中学校の７年生については、学級編制の基準は４０人となります。ただ、東京都に

おきましては、３５人学級に対応するための独自施策といたしまして、教員の加配措置を

実施してございます。そのため、１クラス当たり３５人を超えた場合は、クラスを増やす

か、またはクラス数はそのままで教員の加配をするか、いずれかを選択することができる

ようになってございます。 

 このことを踏まえまして、学校選択においては、なるべく抽せんによらず、希望として

受けられますように、学級の人数は標準として４０人という形で設定してございます。そ

こで、受入枠といたしまして、希望選択締切り後、先ほど申し上げたとおり、春までの増

加等を見越しまして、１学級の場合には３５人、２学級の場合には７０人という形で受入

枠の設定をしているものでございます。 

 おめくりいただきまして、次のページが別表１となってございます。こちらは、小学校

と義務教育学校前期課程の令和３年度の受入可能数を設定したものでございます。右側が

来年度令和３年度の受入可能数となっております。 

 ちなみに、表の左が令和２年度の実績ということで、今年度の実績が書かれてございま

すけれども、こちらはあくまで実績でございますので、昨年の段階で受入枠として設定し

た学級数とは違っているということで御了解いただけたらと思います。 

 お隣の３ページは、中学校と義務教育学校後期課程で、考え方は同じでございます。 

 ２ページの別表１の小学校のほうを見ていただきますと、昨年と比べまして３校で受入

枠が増えてございます。一番上の城南小学校、それから１つ飛ばしまして、三木小学校、

それから５つぐらい飛ばしまして、第三日野小学校、それぞれ令和３年度の受入可能数は、

表の右側ですけれども、４、３、４となってございますけれども、これはそれぞれ、昨年
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に比べますと、１学級ずつ増えている状況でございます。これらの学校はいずれも、通学

区域内の就労人口が増えたということに対応して、このような形で受入可能枠を増やした

ものでございます。 

 なお、どの学校におきましても、学区内のお子さんがその学区域の学校に入学される場

合には、受入枠を超えたとしましても、全員を受け入れるということで対応してまいるも

のでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑があればお願いいたします。 

 ございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、令和３年度新入学者の受入枠については、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件も了承いたします。 

 次に、日程第３、報告事項３、区立学校版感染症予防ガイドラインについての説明をお

願いいたします。 

 教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  よろしくお願いいたします。左側を留めてございます区

立学校版感染症予防ガイドラインについて御説明いたします。この内容につきましては、

国や都のガイドラインの更新を踏まえて、バージョン４になってございます。太字部分を

中心に、ポイントのみ説明させていただきます。 

 初めに３ページでございます。中央部分の※でございます。「手指用の消毒液は、流水で

の手洗いができない際に、補助的に用いられるものであり、基本的には流水と石けん（ハ

ンドソープ）での手洗いを指導する」ということでございます。お子さんによっては肌荒

れも心配されますので、基本的には石けんを使っての手洗い指導ということでございます。 

 続きまして、次ページ、４ページでございます。上から５行目です。マスクの着用につ

いてです。「気温・湿度が高い中や登下校の際など、マスク着用により熱中症などの健康被

害の可能性が高いと考えられる場合には、換気が十分に行われている環境の下で、互いに

十分な距離を保った上で、マスクを外すよう指導すること」ということで、無理に暑いと

ころでマスクをしないということを添えてございます。 

 続きまして１３ページもマスクのことでございます。１３ページ、イの「・」の３つ目

でございます。「体育の授業におけるマスクの着用は必要ない」ということで、スポーツ庁

の通知を踏まえて明記させていただいております。 

 続きまして１５ページを御覧ください。部活動についての内容でございます。上から２

点目、７月１８日より週休日も実施できることといたしました。また、この６月２９日か

ら学校が全面再開してございますので、連携部活動、合同部活動等は、学校間の連携、保

護者の理解・了解、児童・生徒の実態を考慮しながら実施してもよいことにしてございま

す。 

 同じ１５ページの下から２つ目の点でございます。下から８行目ぐらいです。また、８

月からは、児童・生徒の体力の現状を踏まえること、熱中症への対応を取りながら、対外

試合、また練習試合等の大会参加については、可能といたします。 
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 続きまして、１９ページでございます。授業に関わることでございます。１９ページ、

４番（１）のアの２つ目の「・」でございます。今年度令和２年度に限り、１こま４０分

や１コマを４５分の授業に短縮して、１日当たりの授業コマ数を増やして時間割編成の工

夫をして時数を確保することも可にしてございます。通常は、中学校のほうが５０分、小

学校のほうが４５分という時程でございます。なお、途中の学期中の変更は認めないとい

うことでございます。 

 次ページ、２０ページを御覧ください。１行目と２行目でございます。都民の日を授業

日といたしまして、それぞれの各学校で定められている開校記念日につきましては、学校

裁量で授業日とすることができるといたしました。 

 簡単ではございますが、以上で説明を終わります。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑があればお願いしたいと思いますが、このガイ

ドラインを全て協議していきますと大変なことになってしまうと思いますので、特に見直

したところとか、今話題になって、課題になっているところなど、御質問がありましたら

お願いしたいと思います。 

 塚田委員。 

【塚田委員】  昨日からですか、全校登校は。状況はいかがですか。 

【教育長】  ということですが、教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  昨日から全員が登校しておりまして、初めてですので、

ちょっと緊張感はあるのですけれども、初めてみんなと一堂に会すというところでは、喜

んでいる状況です。ただ、受付のところで健康観察票を子供たちはみんな持っているので

すが、そのチェックでは多少時間がかかりますので、密を避けて、昇降口もばらばらにし

て、できる限りの対応で速やかな受付をしているとのことです。ただ、そこだけどうして

も時間がかかってしまうというのが実情です。 

 各学校は、フェースガードをしたりして、技術教室などはわざわざ机の上につい立てを

作って、作業の中で感染しないような工夫をしているところもあります。また、子供たち

はマスクもしてございますし、しょっちゅう手洗いの励行については進めていっていると

いうことで、数が倍になったという単純な計算でございますので、そこはにぎやかになっ

ているというのは現状でございます。 

【塚田委員】  はい、分かりました。 

【教育長】  学校内の室内のソーシャルディスタンスは、一応１メートルということで

やっているのですが、旧型の学校の教室の中に９年生が４０人入りますと、なかなか３密、

特にディスタンスの部分については厳しい。手洗いの状況とか、もちろんフットマークと

かをつけているのですけれども、時間がない中でトイレに行かなければいけないとかとい

うことになりますと、どうしても難しい状況があるようではあります。 

【塚田委員】  分かりました。 

【教育長】  ただ、そんな中でも、昇降口のところには体温測定器を設置、これは学務

課長に説明してもらったほうがいいでしょう。今、学校はどういう体制でやっているとい

うことを言ってください。学務課長。 

【学務課長】  今回、補正予算を使いまして、東京都から補助が出るということもござ

いまして、特にこれについては、サーモグラフィー、体温測定器、こちらはいろいろな形
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があるのですけれども、一遍に２０人ぐらい測定できるカメラ型のものとか、あるいはタ

ブレット型といって、１人ずつのぞき込むと、そこで体温が測定できて、記録も残せると

いうようなもの、あるいはハンディタイプのもので、いわゆる非接触の体温計の少しいい

ものといいますか、そういったものを各学校に配置するようにしています。それを使いま

して、多くの学校は入り口のところで健康観察票を提出すれば、全員測るかどうかという

のはまた学校によっても対応はいろいろあると思うんですが、要は体温をうちで測ってこ

なかった子だけやったりとか、見て具合の悪い子だけやるとか、ほかにももしかしたらあ

るのかもしれませんが、その辺は各学校にお任せしているんですけれども、そういった対

応も取っていくというような形になるということでございます。 

【教育長】  学校に応じて、昇降口の数も違いますし、児童・生徒の数も違うので、多

いところはそういった機器を３台、４台と設置しているところもございます。発達段階に

応じても違ってくるかなとは思いますが、特に雨の日の昇降口はかなりの密になる可能性

があるということですね。 

 ほかにいかがでしょうか。菅谷教育長職務代理者。 

【菅谷教育長職務代理者】  センター長にお聞きしたいんですが、これは６月２９日現

在でバージョン４ですね。ということは、もうこれは学校に行っていると考えていいんで

すか。内容と言っているのは報告事項でございますので。 

【教育長】  教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  日々刻々と変わっているところもございまして、後半の

学校行事等は、まだ検討して更新しているところでございますので、一部は新しくなって

ございます。全てが学校に通っているわけではございません。 

【菅谷教育長職務代理者】  全部が行っているわけではないということですね。 

【教育総合支援センター長】  ２９日のバージョン４のところは行っているということ

です。失礼しました。 

【教育長】  よろしいですか。極力学校と情報共有を進めていきたいなと思っているん

ですが。 

 冨尾委員、どうぞ。 

【冨尾委員】  ２２ページの修学旅行は「検討中（６月末までに判断する予定）」とあり

ますが、今日がその日かと思いますが、どのようになっておりますか。 

【教育長】  事務局の方。教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  まさに今お伝えしたとおりでございまして、ちょうど６

月末という期限もございまして、昨日、校長先生方とも協議して、一定の方向を示しまし

た。現状は、基本的には修学旅行をできる限り実施できるように計画していきたいという

ことです。その中でもキャンセルをもう既に１回変更しているところもございまして、キ

ャンセル料が発生していたり、また感染状況もありますので、必ずしも実施できないとこ

ろがあるかもしれませんけれども、せっかくの９年生、最後の修学旅行でございますので、

「できる限り実施の方向で」ということで、昨日の会は終了してございます。正式には通

知で学校のほうにきちんと示してまいりたいと考えています。 

【教育長】  夏季施設とか、夏の林間とか、そういったものは、現状ではなかなか実施

は難しいということで全て中止ではあるのですけれども、修学旅行に関しては、それぞれ
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の保護者の方や子供たちに特別な思いがあるということも踏まえて、宿泊がフリーにでき

る状況にはなかなかならないかなと思いますが、極力体制をつくって、いきたいと考えて

います。場合によっては目的地や日程とか泊数も縮小せざるを得ないかなというところは

あるのですが、何らかの形で修学旅行になるようなイベントを実施していこうという形で、

今のところ準備を進めてもらう形になりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、また直接、事務局のほうでもいろいろな御質問に対応できると思いますので、

ここでの討議はこれまでということで、区立学校版感染症予防ガイドラインにつきまして

は、よろしいでしょうか。 

（「はい、結構です」の声あり） 

【教育長】  本件も了承いたします。 

 日程第４、その他、令和２年７月の行事予定についての説明をお願いいたします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、令和２年７月の行事予定について御説明いたします。資料７

を御覧ください。 

 早速ですけれども、来週からになります。７月は、毎週火曜日午後２時から教育委員会

を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。なお、場所については、今のとこ

ろ、広い場所が取れればということなんですけれども、今のところはこの教育委員室を予

定しているということでございます。 

 以上でございます。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。 

 毎週おいでいただくということです。今回は３時半からでしたけれども、次回からは２

時からということでありますので、なるべくスムーズな進行に努めていきたいと思います。 

 では、令和２年７月の行事予定につきましては、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件も了承いたします。 

 事務局のほうで、その他ございますか。 

【事務局】  ございません。 

【教育長】  それでは、本日の議事日程はこれで全て終了となります。 

 閉会を宣言いたします。お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


